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介護保険料率 変更前 変更後 

負担割合 

事業主 ６．００/１０００ ７．５０/１０００ 

被保険者 ６．００/１０００ ７．５０/１０００ 

計 １２．００/１０００ １５．００/１０００ 

実施年月日 平成２２年 ３ 月 １ 日 平成２３年 ３月 １日 

一般保険料率 変更前 変更後 

負担割合 

事業主 ２４．２８/１０００ ３５．２７５ /１０００ 

被保険者 ２４．２８/１０００ ３５．２７５/１０００ 

調整保険料 
率 

１．４４/１０００ １．４５/１０００ 

計 ５０．００/１０００ ７２．００/１０００ 

実施年月日 平成２２年 ３ 月 １ 日 平成２３年 ３月 １日 

当組合の健康保険料率及び介護保険料率を下記のとおり変更することとし，平成２３年３月1日（平成２３年３月度保険料、ただ 
し法第３条４項の規定による被保険者の規定による被保険者については、平成２３年４月分保険料）から実施する。 

＜公告＞ 

1、健康保険料率 

2、介護保険料率


